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通信・放送の総合的な法体系通信・放送の総合的な法体系
～中間取りまとめ（案）のポイント～～中間取りまとめ（案）のポイント～
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１ デジタル・ＩＰがもたらす情報通信産業の構造変化

固定通信 移動通信
ケーブル
テレビ

従来の通信・放送産業の構造＝縦割り構造従来の通信・放送産業の構造＝縦割り構造

・・・・・・・

■サービスとネットワークが一対一で
対応する「縦割り型」のネットワーク構造

■これに応じ、業界構造も「縦割り型」
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＜「融合」現象＞

プラットフォーム機能

■通信・放送専用設備から、
汎用の伝送インフラに

ＴＶ／映像音楽
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ラジオ

コンテンツ
■あらゆるコンテンツが
多様なネットワーク流通の
対象に

■プラットフォーム機能が
多様なコンテンツ流通を実現ユーザ認証機能 セキュリティ機能

・・・・・・・・・・・・

デジタルネットワーク、ＡＬＬデジタルネットワーク、ＡＬＬ ＩＰが、ＩＰが、
情報通信産業の「横割り」化を促進情報通信産業の「横割り」化を促進
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伝送インフラ
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コンテンツ

プラットフォーム

伝送インフラ

伝送設備

伝送サービス

２ 通信・放送法制の抜本的再編

情報通信法（仮称）

■デジタル・ＩＰによる情報通信産業の構造変化を踏まえ、 法体系を「縦割り」から「レイヤー構造」へ転換。
■現在の通信・放送法制を「情報通信法（仮称）」として一本化。

■デジタル・ＩＰによる情報通信産業の構造変化を踏まえ、 法体系を「縦割り」から「レイヤー構造」へ転換。
■現在の通信・放送法制を「情報通信法（仮称）」として一本化。

【情報の自由な流通】
【情報通信技術の恵沢のあまねく享受】
【安全・安心なネットワーク社会の構築】

基本理念

◆サービス区分の大括り化など、
電波の柔軟な利用を確保
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違法・有害情報
対策関係法令
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◆社会的機能・影響力に重点を
置いて、コンテンツ規律を再構成

◆オープン性を確保するための規律を、
その必要性も含めて検討

◆通信・放送の伝送サービス
規律を統合

現行法制
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３ コンテンツに関する法体系のあり方
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Ｃ
Ｔ
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「メディアサービス」

放送、及び放送と類比可能
なコンテンツ配信サービス

「公然通信」

ホームページなど公然性を
有する通信コンテンツ

それ以外のコンテンツ流通（私信など特定人間の通信）→通信の秘密を保護

【特別メディアサービス（仮称）】

■地上テレビ放送によるコンテンツ配信を基本

■現行の規律を原則維持

【特別メディアサービス（仮称）】

■地上テレビ放送によるコンテンツ配信を基本

■現行の規律を原則維持

【一般メディアサービス（仮称）】

■社会的機能・影響力に基づきさらに類型化して

より緩やかな規律を検討

■コンテンツ規律は適正内容の確保の規律等に

限定し、その他を緩和

【一般メディアサービス（仮称）】

■社会的機能・影響力に基づきさらに類型化して

より緩やかな規律を検討

■コンテンツ規律は適正内容の確保の規律等に

限定し、その他を緩和

■関係者全員が 遵守すべき「共通ルール」を策定

■有害コンテンツについて 「ゾーニング規制」の

導入の適否を検討

■関係者全員が 遵守すべき「共通ルール」を策定

■有害コンテンツについて 「ゾーニング規制」の

導入の適否を検討

社
会
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４ 伝送インフラに関する法体系のあり方

電気通信事業法

有
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電波法・有線電気通信法

放送法放送法有線テレビジョン有線テレビジョン
放送法放送法

【伝送サービス規律】
・伝送サービス規律を一元化し、柔軟かつ自由な
事業展開を加速。

・規律内容は、公正競争促進・利用者保護に重点対応

【伝送設備規律】
サービス区分の大括り化・通信放送の区分にとらわれない形で
利用を進めるための免許制度の見直しなど、制度改革を推進

有
線
放
送
電
話

規
律
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５ プラットフォームに関する法体系、レイヤー間規律のあり方

※プラットフォーム機能は、「物理的な電気通信設備と連携して多様な事業者間や事業者とユーザの間を仲介し、利便性の
高い安全・安心なコンテンツ配信・商取引利用や公的サービス提供の実現を目的とした、サービスポータル機能や、ネット
ワーク及びそれと連携する端末上のソフトウェア機能」と定義

■ プラットフォームに関する法体系のあり方

・プラットフォーム機能※が新たなボトルネックとして「情報の自由な流通」を阻害するおそれが

あることを踏まえ、不当差別禁止などオープン性の確保のための措置について、

その必要性を含めて検討。

■ プラットフォームに関する法体系のあり方

・プラットフォーム機能※が新たなボトルネックとして「情報の自由な流通」を阻害するおそれが

あることを踏まえ、不当差別禁止などオープン性の確保のための措置について、

その必要性を含めて検討。

■ レイヤー間の規律のあり方

・事業者がレイヤーを超えた事業展開を進めることは原則自由。

・ただし、国民生活に不可欠な情報流通の確保や、メディアの多元性確保・公正競争促進の

観点から必要な場合について、レイヤー間規律の整備の必要性について検討。

■ レイヤー間の規律のあり方

・事業者がレイヤーを超えた事業展開を進めることは原則自由。

・ただし、国民生活に不可欠な情報流通の確保や、メディアの多元性確保・公正競争促進の

観点から必要な場合について、レイヤー間規律の整備の必要性について検討。
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（参考） 米国・ＥＵの動向

米国米国
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→法律は一本だが、サービス類型ごとに規律→法律は一本だが、サービス類型ごとに規律

情報社会
サービス
（電子商取引
指令）

「テレビ放送」
（国境なきテレビ指令）

視聴覚ﾒﾃﾞｨｱｻｰﾋﾞｽ

→レイヤー型規律体系を指向→レイヤー型規律体系を指向

電子通信規制パッケージ
（放送を含む
伝送サービス・インフラ規律）

連邦通信法
【融合・連携への対応】
■サービス類型別の規律体系自体を抜本的に見直す
動きはない。

■融合・連携については、映像配信サービスを中心に
個別制度の見直しが議論。
～コモンキャリアの映像配信サービス進出に関して、
地方自治体ごとのケーブルテレビのフランチャイズ取得を
簡素化

～インターネット上の映像伝送について、コモンキャリアが
料金の上乗せを主張、ＩＳＰ等は「ネット中立性」を訴え

【融合・連携への対応】
■サービス類型別の規律体系自体を抜本的に見直す
動きはない。

■融合・連携については、映像配信サービスを中心に
個別制度の見直しが議論。
～コモンキャリアの映像配信サービス進出に関して、
地方自治体ごとのケーブルテレビのフランチャイズ取得を
簡素化

～インターネット上の映像伝送について、コモンキャリアが
料金の上乗せを主張、ＩＳＰ等は「ネット中立性」を訴え

【融合・連携への対応】

■ＥＵではレイヤー型規律体系を指向。

～コンテンツ規律の対象を「テレビ放送」から「視聴覚メディア

サービス」に拡大し、リニアサービス・ノンリニアサービスに

分類して規律を適用

～「電子通信規制パッケージ」について、周波数政策に関す

る技術・サービス中立性の確保、支配的事業者規制の

見直し（検討中）

【融合・連携への対応】

■ＥＵではレイヤー型規律体系を指向。

～コンテンツ規律の対象を「テレビ放送」から「視聴覚メディア

サービス」に拡大し、リニアサービス・ノンリニアサービスに

分類して規律を適用

～「電子通信規制パッケージ」について、周波数政策に関す

る技術・サービス中立性の確保、支配的事業者規制の

見直し（検討中）

※この他、「オンラインメディア」を対象として、行動準則（code of conduct）を政府機関その他関係者が共同で策定し、有害コンテンツ流通防止に共同で取り組む枠組みの導入等を

加盟国に勧奨する「視聴覚と情報サービス産業の競争に係る青少年と人間の尊厳の保護及び反論権に関する勧告」を昨年１２月採択。

違法情報削除、プロバイダ
免責に関する規定


